
条件付き一般競争入札実施要領 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、南那須地区広域行政事務組合（以下「組合」という。）が行なう条件

付き一般競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象） 

第２条 本要領の対象となる入札は、し尿処理施設受入槽及び貯留槽清掃業務委託に関す

る入札とする。 

 

 （入札公告） 

第３条 組合長は、第２条に掲げる入札を執行する場合においては、次に掲げる事項を公

告するものとする。 

（１）入札に付する業務委託名及び履行場所等 

（２）入札に参加する者に必要な要件 

（３）入札参加申込等 

（４）入札執行時期等 

（５）その他必要な事項 

２ 前項の公告は、組合の掲示板及びホームページへ掲載することとする。 

 

 （入札参加資格） 

第４条 条件付き一般競争入札に参加できる者は、公告日現在で、組合又は構成市町の入

札参加有資格者名簿に登録された者で、次に掲げる要件を満たしていることとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しな

い者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項の規定により、組

合の入札参加制限を受けていない者であること。 

（３）栃木県及び組合（当組合の構成市町を含む。）の指名停止期間中でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること。 

（５）し尿処理施設受入槽及び貯留槽等の清掃業務について、過去３年以内に当し尿処理

施設と同規模以上の施設での履行実績を有していること。 

（６）自社の 10ｔ特殊強力吸引車を有すること。 

 

 （入札参加手続等） 

第５条 入札に参加を希望する者は、条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式第

１号。以下「資格確認申請書」という。）を入札公告に示す期日までに提出すること。な

お、前条第５号に掲げる資格については、契約書の写し又は取引実績を証明する書類に

より確認するため、資格確認申請書とともに提出するものとする。 



２ 入札執行者は、前項の規定により資格確認申請書等が提出された場合は、入札参加資

格の審査を行い、その結果を条件付き一般競争入札参加資格確認通知書（様式第２号）

により通知するものとする。 

 

（入札手続） 

第６条 入札に参加しようとする者は、南那須地区広域行政事務組合財務規則（以下「組

合財務規則」という。）で定める入札書（組合財務規則 様式第 36号）を１件ごと作成し、

入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。

この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証す

る委任状（組合財務規則 様式第 37号）を提出しなければならない。 

２ 入札書の商号又は名称、代表者の氏名は必ず記載すること。なお、代表者印の押印に

代えて、委任状（組合財務規則 様式第 37 号）により委任された者（代理人）の氏名及

び使用印鑑により記名押印された入札書についても有効とする。いずれの場合も商号又

は名称、代表者の氏名の記載がない入札書及び代表者印又は委任状による代理人使用印

がない入札書は無効とする。 

３ 入札書は、入札者の氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）を記載した封筒に

入れ、封をとじて提出する。 

４ 入札回数は２回までとする。なお、落札者が決定しない場合は、随意契約に移行する

場合があるので、見積書を用意すること。 

５ 入札書に記載する入札金額は、消費税相当額を除いた額とする。 

６ 当日指定された場所、時刻に到着しない場合及び南那須地区広域行政事務組合建設工

事等執行規則第８条の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。 

７ 入札者が入札を辞退するときは、入札の執行前にあっては入札辞退届（様式第３号）

を、入札の執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出することに

よりその旨を申し出るものとする。 

８ 入札者（代表者及び代理人）は、入札当日の受付時に本人であることを証明するため、

運転免許証等を提示すること。なお、入札者本人の個人印を持参すること。 

９ 入札書の様式・寸法については、南那須地区広域行政事務組合財務規則で定められて

いるので、必ず定められた様式・寸法で入札すること。 

 

 （その他） 

第７条 この要領に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、組合財務規則及び関係法

令の定めるところによる。 


